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2014（平成26）年12月15日号（3）

国民健康
保険 高額療養費 一部負担金割合 平成27年１月から

変更されます

高額療養費自己負担限度額（70歳未満対象）

一部負担金割合の判定基準（70～74歳が対象）

　お問い合わせは、国保・年金課 高額療養費＝☎948−
6355、一部負担金＝ ☎948−6363・  934−2631へ
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・
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９
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２
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ゼ
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・
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ア
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０
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５
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２
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ー
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雲
学
園
ハ
ン
ド
ベ

ル
部
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愛
媛
大
学
邦
楽
部
、
地
元

　
新
井
満
さ
ん
が
正
岡
子
規
の
俳

句
に
メ
ロ
デ
ィ
を
つ
け
た
Ｃ
Ｄ

ブ
ッ
ク
「
春
や
昔—

正
岡
子
規
の

ふ
る
さ
と
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー—

」
の

出
版
記
念
ト
ー
ク
＆
コ
ン
サ
ー
ト

が
10
月
30
日
、
子
規
記
念
博
物
館

で
行
わ
れ
、
会
場
に
詰
め
か
け
た

３
０
０
人
の
観
客
は
子
規
の
俳
句

と
新
井
さ
ん
の
歌
声
に
酔
い
し
れ

ま
し
た
。

　
当
日
、
新
井
さ
ん
か
ら
の
サ
プ

　下記のように変更となるため、限度額適用認定証所持者に新しい区分を
記載した認定証を12月中に郵送します。

　これまでの判定に加え、旧ただし書所得（※）の合計
額が210万円以下となる場合も窓口負担割合が２割また
は１割となります。（平成27年１月２日以降新たに70歳
となる国保被保険者のいる世帯から適用）

【平成26年12月31日以前】 【平成27年1月1日以降】
区　分 所 得 要 件 限　　度　　額

A
上位所得

旧ただし書所得（※）
600万円超

15万円＋（総医療費−50万円）×1％
（多数回該当…8万3,400円）

B
一般

旧ただし書所得（※）
600万円以下

8万100円＋
（総医療費−26万7,000円）×1％
（多数回該当…4万4,400円）

C
低所得 住民税非課税 3万5,400円

（多数回該当…2万4,600円）

区分 所　得　要　件 窓口負担
割合

限　　度　　額
外　来 外　来　＋　入　院

現役並
所得

課税所得
145万円以上 ３割 4万4,400円

8万100円＋
（総医療費ー26万7,000円）×１％
〈多数回該当：4万4,400円〉

変
更 一般

旧ただし書所得(※)の合計額が210万
円以下、課税所得が145万円未満、収入
の世帯合計額が520万円未満（１人世帯
の場合は383万円未満）のいずれか

２割
（★） 1万2,000円 4万4,400円

低所得Ⅱ 住民税非課税 ２割
（★） 8,000円

2万4,600円
低所得Ⅰ 住民税非課税（所得が一定以下） 1万5,000円

区
分 所 得 要 件 限　　度　　額

変
更ア

旧ただし書所得（※）
901万円超

25万2,600円＋（総医療費−84万2,000円）×1％
（多数回該当…14万100円）

変
更イ

旧ただし書所得（※）
600万円超～901万円以下

16万7,400円＋（総医療費−55万8,000円）×1％
（多数回該当…9万3,000円）

ウ
旧ただし書所得（※）
210万円超～600万円以下

8万100円＋（総医療費−26万7,000円）×1％
（多数回該当…4万4,400円）

変
更エ

旧ただし書所得（※）
210万円以下

5万7,600円
（多数回該当…4万4,400円）

オ 住民税非課税 同左（変更なし）

お
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月
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（
必
着
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ま
で
に
、
は
が
き
、
フ
ァ
ク
ス
、

ｅ
メ
ー
ル
で
住
所
、
氏
名
、
電
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番
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、
希
望
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数
を
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い
て
〒
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０
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ラ
イ
ズ
と
し
て
Ｃ
Ｄ
ブ
ッ
ク
の
直

筆
原
稿
が
本
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し

た
。
寄
贈
さ
れ
た
原
稿
は
、「
あ

と
が
き
に
代
え
る
８
つ
の
断
章
」

な
ど
２
種
類
で
合
計
24
枚
。
子
規

記
念
博
物
館
（
道
後
公
園
）
に
展

示
・
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

寄贈された原稿（表紙）

記念イベントの様子

　
校
区
内
に
は
神
社
や
寺
、石
碑
、

古
墳
な
ど
が
あ
り
、
児
童
は
地
域

探
検
や
造
形
大
会
な
ど
い
ろ
い
ろ

な
学
習
で
こ
れ
ら
の
場
所
を
訪
れ

ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
地
域
全
体

を
舞
台
に
し
た
伝
統
的
な
活
動
が

「
み
ど
り
を
さ
ぐ
る
」
で
す
。
地

域
の
自
然
や
文
化
財
に
触
れ
る
こ

と
で
、
児
童
が
郷
土
の
文
化
や
歴

史
を
身
近
に
感
じ
、
知
る
こ
と
を

狙
い
と
し
て
い
ま
す
。

　
日
ご
ろ
、
児
童
は
１
年
生
か
ら

６
年
生
が
一
緒
に
な
っ
て
班
を
作

り
、
清
掃
活
動
な
ど
を
し
て
い
ま

す
が
、「
み
ど
り
を
さ
ぐ
る
」
は
、

班
の
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
校
区

の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
文
化
財
を

巡
っ
て
ク
イ
ズ
を
解
き
、
ゴ
ー
ル

の
学
校
を
目
指
す
と
い
う
も
の
で

す
。
低
学
年
に
と
っ
て
は
行
っ
た

こ
と
が
な
い
場
所
へ
の
探
検
に
ド

キ
ド
キ
。
中
学
年
は
知
っ
て
い
る

場
所
も
増
え
少
し
先
輩
気
分
。
高

学
年
は
地
域
を
案
内
す
る
ガ
イ
ド

兼
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
や
る
気
満
々
。

活
動
中
は
高
学
年
が
疲
れ
た
一
年

生
の
荷
物
を
持
っ
て
励
ま
し
た

り
、
ク
イ
ズ
の
正
解
を
喜
び
合
っ

た
り
し
な
が
ら
、
メ
ン
バ
ー
同
士

で
絆
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

　
校
区
内
に
は
多
く
の
文
化
財
が

あ
る
た
め
一
度
に
全
て
の
場
所
を

巡
り
き
れ
ず
、
６
年
間
で
ほ
と
ん

ど
の
文
化
財
を
巡
り
ま
す
。
こ
う

し
て
、
高
学
年
か
ら
低
学
年
へ
、

地
域
の
よ
さ
や
歴
史
、
そ
し
て
絆

を
伝
え
る
「
み
ど
り
を
さ
ぐ
る
」

の
バ
ト
ン
は
、
こ
れ
か
ら
も
同
じ

地
域
で
育
つ
後
輩
に
引
き
継
が
れ

て
い
き
ま
す
。

　
１
年
生
を
連
れ
て
校
区
内
を

回
り
協
力
し
て
ク
イ
ズ
を
解

き
、
校
区
の
こ
と
が
分
か
っ
て

楽
し
い
。

（
６
年
女
子
）

　
カ
ッ
パ
山
と
い
う
古
墳
は
と

て
も
急
な
斜
面
だ
け
ど
そ
こ
か

ら
見
え
る
景
色
は
最
高
。
古
墳

登
り
と
し
て
も
楽
し
め
ま
す
。

（
６
年
男
子
）

秋の校区を散策

クイズを解く児童

児童数　男339人・女343人・計682人
（平成26年11月１日現在）

「
み
ど
り
を
さ
ぐ
る
」で
地
域
を
知
る

第40回 みどり小学校

松
山
っ
子
の
声

自己負担
限度額

★特例措置対象被保険者の窓口負担割合は１割

※旧ただし書所得とは、保険料を計算する際の基礎控除後の所得総額
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